
会 議 等 経 過 報 告 書 

 

 

 令和３年６月 30 日 

 

報告者 職・職名 中央公民館 館長補佐 高 橋 大 介 ㊞ 

１ 会 議 名 令和３年度大船渡市立公民館運営審議会 

２ 日 時 令和３年６月 25 日（金）午後１時 55 分～午後２時 35 分 

３ 場 所 大船渡市交流館・カメリアホール 多目的ホール 

４ 出 席 者 
公民館運営審議会委員：13 名（三浦昌弘氏、薄衣裕昭氏、志田倫代氏、

細川佳紀氏、佐藤善公氏、舟野ひとみ氏、佐々木晋氏、平田睦子氏、畠山

邦子氏、大和田勇氏、村上泰子氏、佐藤公枝氏、斉藤恵里氏） 

事務局：５名（新沼協働まちづくり部長、山岸生涯学習課長、千田中央公

民館長、高橋館長補佐、鈴木係長） 

会 議 等 の 内 容 

１ 開会（進行：千田館長） 

  それでは、定刻前でございますが、お揃いになりましたので、進めさせていただきま

す。ただいまから令和３年度大船渡市立公民館運営審議会を始めさせていただきます。 

  始めに、資料の訂正についてご報告いたします。令和３年度大船渡市立公民館運営審

議会資料の１ページをお開きください。委員名簿の上から８番目、中程にございますが、

佐々木晋さんの所属等でございますが、大船渡商工会議所企画総務部長とございますが、

事務局次長に訂正をお願いいたします。 

 

２ あいさつ（新沼部長) 

  本日は、ご多用のところご出席をいただき、誠にありがとうございます。協働まちづ

くり部長の新沼でございます。一言述べさせていただきます。 

  委員の皆様におかれましては、日頃から、市立公民館の運営はもとより、市政の各般

にわたりまして、多大なお力添えをいただいておりますことに、この場をお借りして、

心から感謝申し上げます。 

  さて、市立公民館は、市内各地区におけるコミュニティの中核として、関係団体と連

携しながら、各種講座の開設による学習機会の充実などを図っているところございます

が、昨年から全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症によりまして、社

会生活が一変し、その影響は、こうした各般の公民館関連事業を始め、市民の暮らしや

経済・産業活動に広く、かつ、大きく及んでいるところでございます。 

  このような状況でありますが、市におきましては、社会情勢の変革に対応した公民館

活動の推進を図る必要があるとの認識の下に、いわゆるコロナ禍における新たな生活様

式を踏まえまして、情報化、国際化への対応や社会人などの学び直し、いわゆるリカレ

ント教育の視点などを取り入れながら、より一層の取組の充実を図ってまいります。 

  こうした対応に併せまして、各種関連施設の適切な管理運営などにも留意しつつ、公
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民館活動を円滑に推進してまいりたいと考えているところでございます。 

  本日の審議会におきましては、公民館事業の令和２年度の実施状況や令和３年度の事

業計画についてご協議をいただきます。委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意

見・ご提言をいただきますようお願い申し上げます。 

  また、審議会終了後におきましては、「協働のまちづくり」に係る研修の機会を設けて

おりますので、ご参加・ご聴講いただきますよう併せてお願い申し上げます。 

  結びになりますが、改めまして、委員各位の格別なご貢献に対しまして、厚く御礼申

し上げますとともに、公民館活動の発展に向けまして、皆様には、引き続きご支援、ご協

力いただきますよう切にお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

 

※ 委員及び事務局職員紹介（山岸課長） 

  委員の紹介に先立ちまして、公民館運営審議会の役割について、改めてご説明いたし

ます。資料の２ページをご覧ください。 

  公民館運営審議会は、社会教育法、大船渡市立公民館設置条例に基づいて設置してお

り、公民館事業の企画実施について、調査審議していただき、公民館のよりよい運営に

資することを目的としております。 

  委員の構成でありますが、学校教育、社会教育、家庭教育の関係者の皆様や学識経験

者の皆様方を教育委員会が委嘱しております。委員の任期は２年で、現委員につきまし

ては、令和５年３月 31 日までの任期であります。 

  本日は、新しく委員になられた皆さんもいらっしゃいますので、一言ずつ自己紹介を

お願いしたいと存じます。 

  資料１ページ目の名簿順にお願いしたい思います。それでは、三浦昌弘委員からお願

いします。（各委員自己紹介） 

  ありがとうございました。 

  なお、鈴木博委員は、本日、欠席となっておりますので報告させていただきます。 

  続きまして、本日出席しております事務局職員を紹介いたします。 

  協働まちづくり部長の新沼 徹でございます。中央公民館館長の千田晃一でございま

す。同じく館長補佐の高橋大介でございます。同じく係長の鈴木 英行(すずき ひでゆき)

でございます。私は、生涯学習課長の山岸 健悦郎(やまぎし けんえつろう)と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※ 会議の成立（千田館長） 

  本日の委員の出席は 14 名中 13 名であり、大船渡市立公民館規則第６条第２項に定め

る委員の半数以上の出席を得ておりますことから、本審議会は成立しておりますことを

ご報告申し上げます。 

 

３ 会長・副会長の選任（千田館長） 

  続きまして、次第３「会長及び副会長の選任について」でありますが、資料３ページ

をお開き願います。 

  大船渡市立公民館運営審議会の各委員の任期が本年度から２年間となりますことか

ら、大船渡市立公民館規則第５条第１項の規定により、会長及び副会長の選任をお願い

するものでございます。 

  選任方法について、お諮りいたします。いかがいたしましょうか。 

 

舟野委員 

  事務局案はありませんか。 

 

千田館長 

  事務局案というご意見がございましたが、よろしいでしょうか。 



委員（異議なし） 

 

千田館長 

  それでは、事務局案として、会長に三浦昌弘委員を、副会長に佐々木晋委員をご提案

いたします。ただいまの事務局案について、ご意見等はございますか。よろしいですか。

それでは、拍手でご承認をお願いいたします。 

 

委員（拍手） 

 

千田館長 

  ありがとうございました。 

  それでは、公民館規則第５条第２項の規定により会長の三浦委員に議長席にお移りい

ただき、以降の議事進行につきましてお願いいたします。 

 

議長（三浦会長） 

  頑張ってやっていきたいと思います。ご協力をお願いいたします。 

 

４ 報告 

  報告第１号 令和２年度大船渡市立公民館事業の実施状況について 

 

議長 

  次第４、報告第１号「令和２年度大船渡市立公民館事業の実施状況について」を議題

とします。事務局から説明をお願いいたします。 

 

説明（高橋館長補佐） 

 

議長 

  はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、委員の皆様からご質問を

受けたいと思います。いろんな分野の方がご出席なされております。質問はございませ

んか。 

 

議長 

  生きがいセミナーというところで、昨年度、コロナ禍の中で、いろんな事業で人が集

まることに制限も受け、大変だったかと思います。そんな中で、生きがいセミナー入学

生 498 人ということで、結構集まったなと思います。これらの、年代、大まかでいいん

ですけど、どのような年齢の方々が入学したんでしょうか。 

 

高橋館長補佐 

  生きがいセミナーは 60 歳以上という要件になっておりまして、多くのところは 70 歳

から 79 歳、80 歳から 89 歳というところの方々が主なところとなっております。一方、

60 歳から 69 歳の年代の人の参加が少ないというところでございます。 

 

５ 協議 

  協議第１号 令和３年度大船渡市立公民館事業計画について 

 



議長 

  次に協議第１号「令和３年度大船渡市立公民館事業計画について」を、議題とします。

事務局から説明をお願いいたします。 

 

説明（高橋館長補佐） 

 

議長 

  ただいまの説明について、委員の皆様からご質問を受けたいと思います。 

 

佐々木委員 

  市民ＩＴ講座ですが、先ほどの報告の中で申し込みが 80 人あって定員 25 人にしたと

の報告でありましたが、今回もまた 20 人でというお話でしたけれども、せっかく応募し

た方への対応は考えていないのでしょうか。 

 

高橋館長補佐 

  新型コロナウイルス対策というところで、20人でというところで設定しておりますが、

募集しておそらく応募が多くなることが想定されます。それに対する対応については、

考えていきたいと思っております。 

 

議長 

  他に質問はありませんか。昨年度とほぼ内容的には継続というのが多いですね。 

 

高橋館長補佐 

  議長から、新しいところはないかというのがありましたので、市民講座の明治大学と

の連携講座については、明治大学と話し合いをしながら進めているところでございます。

現在、東京都では新型コロナウイルスのまん延防止の状態ということもありまして、昨

年度の段階では、オンラインによる講座の方式での実施については、対応がなかなか難

しいところもあり、実現しなかったところでありますが、今年度につきましては、オン

ライン講座での実施も可能である旨確認したところでございます。明治大学から、秋の

講座ということで７月にプログラムがこちらに提供される予定でございまして、そちら

の内容を踏まえながら、その講座については、10 月以降の開催となってございますので、

明治大学と調整しながら、オンラインによる講座実施も視野に入れながら、進めている

ところでございます。 

 

議長 

  その他、補足説明等あるのならこの機会に。 

 

鈴木係長 

  補足説明になりますが、毎年、各地区におきまして生きがいセミナー、今年度からは

地区連携講座を実施しているところであります。毎年同じ内容のものにならないように、

新しい講座を取り入れながら、多くの方に学習機会を提供するように心がけていきたい

と思います。 

 

議長 

  家庭教育学級の実施ということで、令和２年度の反省として、学校が忙しいとか、小

中学校の担当者との連絡調整が課題となっているとあったんですけれども、これをどう



やっていくつもりかということで、どうでしょうか。 

 

高橋館長補佐 

  昨年度につきましては、年度当初、新型コロナウイルス感染症の関係がございまして、

そういう影響が学校の方にも出ておりまして、１学期に予定していた事業が実施できな

かったことから、その分が２学期に集中し、対応できなかったということで、実施がで

きなかったものがございました。今年度につきましては、担当の学校の先生等と密に連

携しながら、実施に向けて進めていきたいと考えています。 

 

議長 

  ありがとうございます。委員の皆様、ご質問は、よろしいですか。 

  今年度もコロナの第５波が 7月、８月があやしいかなと、どうなるかわかりませんが、

なんとか事業が推進できることを期待したいと思います。それでは、ご質問がないよう

ですので、次第５の協議まで終了いたしましたので、議長としての役割はここまでであ

ります。大変ありがとうございました。 

 

６ その他 

 

千田館長 

  それでは、次第６「その他」に移ります。 

  はじめに事務局から提案事項等がありましたら、説明願います。 

 

事務局（なし） 

 

千田館長 

  それでは、その他、皆様から何かございませんでしょうか。 

 

委員（なし） 

 

７ 閉会 

 

千田館長 

  以上を持ちまして、令和３年度大船渡市立公民館運営審議会を閉会いたします。 

  大変ありがとうございました。 

 

 


